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５ 基地と財政 
 
（１）基地交付金と調整交付金 
 
制度の概要と交付金の推移 
福生市は、横田基地の面積約７．１４K ㎡のうち、約４６．５％にあたる３．３２K ㎡を基地

に提供しているが、これは本市行政面積１０．１６K ㎡の３２．６％に当たる。 
基地を除いた市の面積は、約６．８４K ㎡となり、これは横田基地よりも狭いことになる。 
このように広大な横田基地の存在は、当然のこととして都市計画をはじめまちづくりの面で大き

な発展阻害要因となっている。そのうえ、この広大な土地を占有する米軍基地をはじめ米軍人等に

ついては「地方税の臨時特例法」の適用により、地方税を課すことができないため、財政的な面で

も多くの影響を及ぼしている。 
国では、このような損失を補うために昭和３２年度から「国有提供施設等所在市町村助成交付金

に関する法律」（昭和３２年法律第１０４号）を施行し、国が米軍に提供している施設内にある国

有資産及び自衛隊が使用する飛行場等を対象に、毎年度予算の範囲内において当該市町村の財政状

況等を考慮し、いわゆる基地交付金として交付している。この交付金は、財務省の国有財産台帳が

対象となるため、米軍所有資産は対象から除外されている。そのため、昭和４５年「施設等所在市

町村調整交付金交付要綱」（昭和４５年１１月６日自治省告示第２２４号）が告示され、米軍及び

米軍人等に係る固定資産税、住民税等の市町村税の非課税措置による税財政上の影響を考慮し、毎

年度、国の予算の範囲内で調整交付金として交付されているもので、この基地交付金等は市の経常

一般財源として歳入されている。 
このように基地交付金は、固定資産税の代替的性格を有し、所在市町村の財政を補填するもので

あるが、算定の基礎となる国有財産台帳価格と比べて低く、また、評価替の時期が市と異なるため、

固定資産税に見合う額が交付されているとは言い難い。更に、基地周辺買い上げ国有地は交付金算

定の対象とならず、固定資産税も歳入として見込めない状況がある。 
また、国の基地交付金等の予算額も国有資産の伸びほどには増加せず、現状維持がやっとという

状況にある。 
市では、こうした問題点を全国基地協議会や関係団体と連携を保ちながら、総務省等に交付金の

増額要請を行っている。 
 
「国有提供施設等所在市町村助成交付金（基地交付金）」 

（趣旨） 
基地交付金は、「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律」（昭和３２年法律第１０４

号）の定めるところにより、国が所有する固定資産のうち、米軍が使用している固定資産（土地、建

物及び工作物）や自衛隊が使用する固定資産の台帳価格に応じて基地所在市町村に交付される。 
この交付金は、市町村がこれらの資産に対しては、固定資産税を課することができないため、固定

資産税に代わる財政補給金的な性格を有するものと解されている。 
なお、交付金は、使途を制限することなく、一般財源として交付されるものであるが、固定資産税

や国有資産等所在市町村交付金（固定資産税相当額である。）と異なり、市町村の特別の財政需要に

対する財政補給金的な性格を有するものであり、その収入額は税収入と見るべきものではなく、地方
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ウ．流域下水道負担金 

昭和４７年度から多摩川流域下水道の整備が開始されたが、この事業費は総事業費の９０％の２

分の１を国庫補助で、残りを東京都と関係市町で半分ずつ負担している。 
当市の場合、行政区域の３分の１を占める横田基地分も事業費負担している。しかし、米軍横田

基地は日米安全保障条約に基づく行政協定によってアメリカ合衆国軍隊に提供している施設及び

区域であることから、ここから生ずる全ての経費は国が代わって負担すべきものと考えられる。そ

こで、法的な規定はないが、基地所在市町の実損に対して、公平の原則から救済措置として、平成

２６年度までに総額で４９１，８６１千円が交付されている。 
 
【流域下水道負担金実績】 

（単位：千円） 

年度 交 付 額 年度 交 付 額 年度 交 付 額 年度 交 付 額 
４８ １４，０４５ ６０ １０，０３６ ９ ９，６４２ ２１ ２，０１５ 
４９ ３４，８０８ ６１ ２，９５８ １０ ４，２６８ ２２ ３，７２６ 
５０ ４５，００１ ６２ ７，２１３ １１ １２，７５２ ２３ ２２１ 
５１ １５，８３９ ６３ ３，５４２ １２ ２，９１０ ２４ ５，７２７ 
５２ ２７，５４２ 元 １０，２４１ １３ １０，８６８ ２５ ４，８２７ 
５３ ３４，６４４ ２ ２１，２２１ １４ ５，９６８ ２６ ７，７７０ 
５４ １４，４２９ ３ ６，０６８ １５ ２７１ ２７ ※９，５４１ 
５５ ２０，３１１ ４ ５ １６ ９，０１６   
５６ ７，３１４ ５ ４，０４７ １７ ２０，５７８   
５７ １０，３９１ ６ １０，２８２ １８ １１，５７６   
５８ １４，４３９ ７ １４，８９１ １９ １６，０８１   
５９ １５，５２２ ８ １０，０９１ ２０ ８，７６５   

※平成２７年度は見込額 
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交付税の基準財政収入額の算定には算入されないものである。また、基地交付金は、施設所在市町村

の財政上の影響を緩和するためのものであるから、補償金とは異なるものであるとされている。 
（配分方法） 
交付金は、毎年度予算で定める金額の範囲内で交付されることになっており、その交付金の額は次

の金額の合算額となる。 
① 交付金の総額の１０分の７に相当する額を、その年の３月３１日（前年度の末日）現在において

所在する対象資産の価格の合算額に按分した額 
② 交付金の総額の１０分３に相当する額を対象資産の種類及び用途、市町村の財政状況等を考慮し

て、特に必要があると認める市町村に対して総務大臣が配分した額 
※ この基地交付金（国有提供施設等所在市町村助成交付金）の金額等は、毎年１０月３１日までに

都道府県知事を経由して市町村長に通知され、遅くとも１２月３１日までに交付されることになっ

ている。 
 
「調整交付金」 

（趣旨） 
調整交付金は、施設等所在市町村調整交付金交付要綱の定めるところにより、米軍資産に係る税制

上の特例措置等（固定資産税や住民税等が非課税扱いにされている）により市町村が税財政上の影響

を受けていること、米軍資産と基地交付金とに対する財政上の措置に不均衡が認められること等、米

軍施設区域が所在する市町村の財政事情の特殊性を考慮して配分される性格のものと解され、国有提

供施設等所在市町村助成交付金と同様に、財政補給金的な性格を有し、その使途について条件をつけ

又は制限することはしないものとされている。 
（配分方法） 
調整交付金は立法措置によらず「施設等所在市町村調整交付金交付要綱」（昭和４５年１１月６日

自治省告示第２２４号）により処理され、毎年度予算の範囲内において交付されることになっている

が、その額は次の金額の合算額となっている。 
① 調整交付金の総額の３分２に相当する額を各市町村に所在する米軍資産の価格を基礎として総

務大臣が按分した額 
② 調整交付金の総額の３分１に相当する額を米軍関係の市町村民税の非課税措置による影響、その

他市町村の財政状況等を考慮して総務大臣が配分した額 
※ なお、交付の方法は基地交付金と同様である。 
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基地交付金対象資産の範囲 
 
（自衛隊使用施設） 

施行令第１条第１項第２号 施行令第１条第２項 
 
 

飛 行 場 演 習 場 弾薬庫・燃料庫 そ の 他 
土 地   土 地   土 地  土 地 
建 物  建 物  建 物 建 物 
工 作 物  工 作 物  工 作 物 工 作 物 

 
 
飛行場 航空機の離 演 習 場 自衛隊法施行令第 駐とん地、港湾施設、 
着陸、整備、格納 しょう舎施設  条第１項に規定する  学校､補給処 弾薬庫、 
に必要な施設 補給処の支処及び出  燃料庫以外のもの 、 

張所のうち弾薬の保  病院、地方連絡部、 
その他の飛行場施設 管補給及び整備を行  通信施設等 
管理棟、隊舎、食堂、 うための施設並びに 
事務所、倉庫等  これらの施設に類す 

る海上自衛隊の地方 
総監部の管理する施 
設 燃料庫についても同じ  

 
（米軍使用施設） 

施行令第１条第１項第１号 
 
 

飛 行 場 演 習 場 弾薬庫・燃料庫 そ の 他 
土 地   土 地   土 地  土 地 
建 物  建 物  建 物 建 物 
工 作 物  工 作 物  工 作 物 工 作 物 

 
 
飛行場 自衛隊と同じ 演 習 場 キャンプ、住宅、 

その他の飛行場施設 通信施設、司令部、 
隊舎、住宅、学校、 補給処、港湾施設、 
病院等  病院等 

しょう舎施設 
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補

助
金
等

合
計

助
成
交
付
金

基
地
交
付
金

調
整
交
付
金

計

補
助
金
交
付
金
合
計

一
般
会
計
歳
入
決
算
額

決
算
額
に
占
め
る
割
合
％

    

（
単
位
：
千
円
）

 

補
助
金
等
の
種
類

年
度

昭
和

年
度

昭
和

年
度

昭
和

年
度

昭
和

年
度

昭
和

年
度

昭
和

年
度

昭
和

年
度

昭
和

年
度

昭
和

年
度

３
条

事
業

費

補
助

金

８
条

事
業

費

補
助

金

小
計

事
業

費

補
助

金

９
条

補
助
金
合
計

防
音
関
連
維
持
費

事
業

費

補
助

金

委
託
事
務
費

流
域
下
水
道
負
担

金

防
衛

関
係
補

助
金
等

合
計

助
成
交
付
金

基
地
交
付
金

調
整
交
付
金

計

補
助
金
交
付
金
合

計

一
般
会
計
歳
入
決
算
額

決
算
額
に
占

め
る
割
合
％
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（
単
位
：
千
円
）

 

補
助
金
等
の
種
類

年
度

平
成
９
年
度

平
成
１
０
年
度

平
成
１
１
年
度

平
成
１
２
年
度

平
成
１
３
年
度

平
成
１
４
年
度

平
成
１
５
年
度

平
成
１
６
年
度

平
成
１
７
年
度

３
条

事
業

費

補
助

金

８
条

事
業

費

補
助

金

小
計

事
業

費

補
助

金

９
条

補
助
金
合
計

防
音
関
連
維
持
費

事
業

費

補
助

金

委
託
事
務
費

流
域
下
水
道
負
担
金

防
衛

関
係
補

助
金
等

合
計

助
成
交
付
金

基
地
交
付
金

調
整
交
付
金

計

補
助
金
交
付
金
合
計

一
般
会
計
歳
入
決
算
額

決
算
額
に
占
め
る
割
合
％
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補
助
金
等
の
種
類

年
度

平
成
１
８
年
度

平
成
１
９
年
度

平
成
２
０
年
度

平
成
２
１
年
度

平
成
２
２
年
度

平
成
２
３
年
度

平
成
２
４
年
度

平
成
２
５
年
度

平
成
２
６
年
度

３
条

事
業

費

補
助

金

８
条

事
業

費

補
助

金

小
計

事
業

費

補
助

金

９
条

再
編

交
付

金

補
助
金
合
計

防
音
関
連
維
持
費

事
業

費

補
助

金

委
託
事
務
費

流
域
下
水
道
負
担
金

防
衛

関
係
補

助
金
等
合
計

助
成
交
付
金

基
地
交
付
金

調
整
交
付
金

計

補
助
金
交
付
金
合
計

一
般
会
計
歳
入
決
算
額

決
算
額
に
占
め
る
割
合
％

（
単
位
：
千
円
）

 

補
助
金
等
の
種
類

年
度

平
成
９
年
度

平
成
１
０
年
度

平
成
１
１
年
度

平
成
１
２
年
度

平
成
１
３
年
度

平
成
１
４
年
度

平
成
１
５
年
度

平
成
１
６
年
度

平
成
１
７
年
度

３
条

事
業

費

補
助

金

８
条

事
業

費

補
助

金

小
計

事
業

費

補
助

金

９
条

補
助
金
合
計

防
音
関
連
維
持
費

事
業

費

補
助

金

委
託
事
務
費

流
域
下
水
道
負
担
金

防
衛

関
係
補

助
金
等

合
計

助
成
交
付
金

基
地
交
付
金

調
整
交
付
金

計

補
助
金
交
付
金
合
計

一
般
会
計
歳
入
決
算
額

決
算
額
に
占
め
る
割
合
％
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補
助
金
等
の
種
類

年
度

平
成
２
７
年
度

（
見
込
み
）

平
成
２
８
年
度

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

平
成
３
１
年
度

平
成
３
２
年
度

平
成
３
３
年
度

平
成
３
４
年
度

平
成
３
５
年
度

３
条

事
業

費

補
助

金

８
条

事
業

費

補
助

金

小
計

事
業

費

補
助

金

９
条

再
編

交
付

金

補
助
金
合
計

防
音
関
連
維
持
費

事
業

費

補
助

金

委
託
事
務
費

流
域
下
水
道
負
担
金

防
衛

関
係
補

助
金
等
合
計

助
成
交
付
金

基
地
交
付
金

調
整
交
付
金

計

補
助
金
交
付
金
合
計

一
般
会
計
歳
入
決
算
額

―

決
算
額
に
占
め
る
割
合
％

―

昭
和

年
月

日
法
律
第

号
日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ

合
衆
国

軍
隊

等
の

行
為

に
よ
る

特
別
損

失
の
補

償
に

関
す

る
法

律

昭
和

年
月

日
法
律
第

号
防
衛
施
設
周
辺
の
整
備
に
関
す

る
法
律

昭
和

年
月

日
法
律
第

号
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の

整
備
等

に
関

す
る

法
律

昭
和

年
法

律
第

号
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村

助
成
交

付
金

に
関

す
る

法
律

昭
和

年
月

日
自

治
省
告
示
第

号
施
設
等
所
在
市
町
村
調

整
交
付

金
要

綱
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補
助
金
等
の
種
類

年
度

平
成
２
７
年
度

（
見
込
み
）

平
成
２
８
年
度

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

平
成
３
１
年
度

平
成
３
２
年
度

平
成
３
３
年
度

平
成
３
４
年
度

平
成
３
５
年
度

３
条

事
業

費

補
助

金

８
条

事
業

費

補
助

金

小
計

事
業

費

補
助

金

９
条

再
編

交
付

金

補
助
金
合
計

防
音
関
連
維
持
費

事
業

費

補
助

金

委
託
事
務
費

流
域
下
水
道
負
担
金

防
衛

関
係
補

助
金
等
合
計

助
成
交
付
金

基
地
交
付
金

調
整
交
付
金

計

補
助
金
交
付
金
合
計

一
般
会
計
歳
入
決
算
額

―

決
算
額
に
占
め
る
割
合
％

―

昭
和

年
月

日
法
律
第

号
日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ

合
衆
国

軍
隊

等
の

行
為

に
よ
る

特
別
損

失
の
補

償
に

関
す

る
法

律

昭
和

年
月

日
法
律
第

号
防
衛
施
設
周
辺
の
整
備
に
関
す

る
法
律

昭
和

年
月

日
法
律
第

号
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の

整
備
等

に
関

す
る

法
律

昭
和

年
法

律
第

号
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村

助
成
交

付
金

に
関

す
る

法
律

昭
和

年
月

日
自

治
省
告
示
第

号
施
設
等
所
在
市
町
村
調

整
交
付

金
要

綱
 

— 195 —



195 

（３）国関係予算の推移

防衛省所管（防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律、

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法）

（単位 百万円）

事 項
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率

％ ％ ％ ％

△ △ △

．基地周辺対策の推進 △ △

障害防止事業 △ △ △ △

騒音防止事業

うち、住宅防音

民生安定助成事業 △ △ △ △

道路改修事業 △ △ △ △

施設周辺整備統合事業 △

周辺整備調整交付金

移転措置事業 △ △ △

緑地整備事業 △ △ △

施設周辺の補償 △ △ △

．再編関連措置の円滑化を

図るための事業

再編交付金

基地周辺対策等 倍 △ 倍

．在日米軍駐留経費負担 △ △ △ △

〈 〉 △ 〈 〉 △ 〈 〉 〈 〉

提供施設の整備 △ △ △ △

基地従業員対策等 △ △ △ △

特別協定による負担 △ △ △

①労務費 △ △

②光熱水料等 △ △ △

③訓練移転費の負担 △ △

．補償経費等の充実 △ △

合 計 △ △ △ △

注： 内は、契約ベースである。

計数は、四捨五入によっているので符合しないことがある。
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196 

（単位 百万円）

事 項
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率

％ ％ ％ ％

△

．基地周辺対策の推進 △

障害防止事業 △ △ △

騒音防止事業 △ △

うち、住宅防音 △

民生安定助成事業

道路改修事業 △

施設周辺整備統合事業

周辺整備調整交付金

移転措置事業 △ △ △ △

緑地整備事業 △

施設周辺の補償 △ △

△

．再編関連措置の円滑化を

図るための事業
△

再編交付金 △ △

△ 倍

基地周辺対策等 倍 △ △ 倍

．在日米軍駐留経費負担 △ △

〈 〉 〈 〉 △ 〈 〉 〈 〉 △

提供施設の整備 △

基地従業員対策等 △ △

特別協定による負担 △

①労務費 △

②光熱水料等 △ △

③訓練移転費の負担 △

．補償経費等の充実 △

合 計 △

注： 内は、契約ベースである。

計数は、四捨五入によっているので符合しないことがある。

195 

（３）国関係予算の推移

防衛省所管（防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律、

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法）

（単位 百万円）

事 項
平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率 予算額 伸率

％ ％ ％ ％

△ △ △

．基地周辺対策の推進 △ △

障害防止事業 △ △ △ △

騒音防止事業

うち、住宅防音

民生安定助成事業 △ △ △ △

道路改修事業 △ △ △ △

施設周辺整備統合事業 △

周辺整備調整交付金

移転措置事業 △ △ △

緑地整備事業 △ △ △

施設周辺の補償 △ △ △

．再編関連措置の円滑化を

図るための事業

再編交付金

基地周辺対策等 倍 △ 倍

．在日米軍駐留経費負担 △ △ △ △

〈 〉 △ 〈 〉 △ 〈 〉 〈 〉

提供施設の整備 △ △ △ △

基地従業員対策等 △ △ △ △

特別協定による負担 △ △ △

①労務費 △ △

②光熱水料等 △ △ △

③訓練移転費の負担 △ △

．補償経費等の充実 △ △

合 計 △ △ △ △

注： 内は、契約ベースである。

計数は、四捨五入によっているので符合しないことがある。
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197 

総務省所管（国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律）

｢国予算の推移」

（単位：百万円） 
交付金

年度

助 成 交 付 金 調 整 交 付 金 計

予 算 額 伸び率 ％ 予 算 額 伸び率 ％ 予 算 額 伸び率 ％

昭和

平成元

２

３

４

５

６

７

８

９
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